
部会の設置について 

 

○今後の検討項目 

 

 

 

 

 

○検討の進め方（案） 

 ・効率的かつ効果的な議論を進めるため、部会を設置する。 

 ・部会は、協議会メンバーのうち、各小学校 PTA が推薦する者により構成する。 

 ・設置する部会およびその検討項目は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・通学路等の安全対策については、部会の中に小学校区ごとに分科会を設置 

    ※必要に応じて合同分科会を開催 

  ・各部会において、論点・課題整理などを行い、部会案を検討 

    →部会案をもとに協議会にて議論し最終決定 

 

 【論点】 

  ・設置する部会と検討項目をどうするか。 

  ・部会の構成メンバーをどうするか。 

 

・通学路等の安全対策     ・校名（義務教育学校名称） 

・校章            ・標準服、体操服 

 ・校歌 
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